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(57)【要約】
【課題】パレットのクランプの異常状態を早期に検出す
る。
【解決手段】工作機械は、テーブル11上にパレット12を
クランプするためのクランプ機構が、テーブル11に設け
られたシリンダ23に内蔵されかつシリンダ23内に発生さ
せられる圧力を、パレット12のクランプ力としてパレッ
ト12に伝達しうるようにパレット12に連結されているピ
ストン24を備えている。この工作機械において、パレッ
ト12クランプ状態監視装置は、ピストン24のストローク
位置を検出するセンサ61、62を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テーブル上にパレットをクランプするためのクランプ機構が、テーブルに設けられたシ
リンダに内蔵されかつシリンダ内に発生させられる圧力を、パレットのクランプ力として
パレットに伝達しうるようにパレットに連結されているピストンを備えている工作機械に
おいて、ピストンのストローク位置を検出する検出手段を備えているパレットクランプ状
態監視装置。
【請求項２】
　テーブルが、垂直状支持軸に固定されており、テーブルの、支持軸の軸線を中心とする
円周上に複数のクランプ機構が装備されており、各クランプ機構のピストンのストローク
方向が垂直であり、検出手段が、支持軸に回転自在に取付られかつ各クランプ機構のピス
トンのストロークによって回転させられる水平状割り出し盤と、割り出し盤の回転角度を
検出するセンサとを備えている請求項１に記載のパレットクランプ状態監視装置。
【請求項３】
　割り出し盤の外周面に複数の切欠が所定のパターンで形成されており、センサが、割り
出し盤の外周面と相対させられるように配置されかつ同切欠の有無を検出してＯＮ・ＯＦ
Ｆ信号を出力する複数の近接センサよりなる請求項２に記載のパレットクランプ状態監視
装置。
【請求項４】
　テーブル上にパレットが正常にクランプされているときに、同近接センサが出力する信
号のＯＮ・ＯＦＦのパターンを基準信号として、基準信号以外の信号を同近接センサが出
力したときに、パレットのクランプが異常であると判定しうるように同切欠および同近接
センサの配列パターンが設定されている請求項３に記載のパレットクランプ状態監視装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パレット交換機能を有するテーブルを搭載する工作機械において、テーブ
ルに対するパレットのクランプ状態を監視するパレットクランプ状態監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パレット交換機能を有するテーブルにおいては、パレット側に設けられたプルスタッド
ボルトを、テーブル側に設けられた開閉式コレットを油圧シリンダのピストンによって引
き込むクランプ機構が用いられている。通常、テーブルにはこのクランプ機構をパレット
位置決め機構と組み合わせて、複数ユニット設置し、その発生する合算力でクランプを行
っている。
【０００３】
　工作機械の切削加工中等において、主軸－ワーク間において、過大な切削負荷や衝突、
あるいは部品の金属疲労等によって、このクランプ機構を構成する部品の一部が破損した
場合等には、パレットのクランプ力が低下させられた状態で加工が続行されることがある
。その場合、ビビリ発生によるワーク不良やパレットの浮上りによる工具折損、さらには
複数ユニットのクランプ機構のうち、１つのクランプ機構の破損により、残りのクランプ
機構の負荷が増大させられることによって、これらの構成部品にまで被害が拡大し、パレ
ット転倒等の機械本体その他にも重大な損害を与えてしまう懸念がある。
【０００４】
　そのため、従来、パレットクランプ状態監視装置として、テーブルおよびパレットの着
座間に圧力エアを供給し、パレットの浮上り等による、その着座部分からのエアのリーク
を、供給するエアの圧力を検知することにより、パレットのクランプ状態を監視し、必要
に応じて、機械を停止させるようにしているものが知られている（例えば、特許文献１、
特許文献２参照。）。
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【０００５】
　ところが、この従来装置では、パレットが、エアをリークする程度、浮き上がる状態に
なるまで、着座部分からのエアのリークを検知することができず、パレットクランプの異
常状態を初期段階で検知することができなかった。
【０００６】
　また、パレットを交換する際には、先ずプルスタッドボルトなどがテーブル側と干渉し
ないようにパレットを持ち上げるが、クランプ機構が気温変動による圧油の粘度の変化な
どの理由により確実にアンクランプされていないと、持ち上がるパレットのプルスタッド
ボルトに引っ掛かってクランプ機構やパレットのプルスタッド或いは工作機械そのものを
破損してしまうことがあった。このため、従来はピストンへ圧油を供給する経路上の切換
弁の位置や圧油の圧力または上記のエアリークのエア圧などを用いてクランプ機構がアン
クランプされているかを間接的に検知しなければならなかった。
【特許文献１】実用新案登録第２５０３９４６号
【特許文献２】特許第３１６８１５９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明の目的は、パレットのクランプの異常状態を早期に検出し、その被害を初期段
階で食い止めることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明によるパレットクランプ状態監視装置は、テーブル上にパレットをクランプす
るためのクランプ機構が、テーブルに設けられたシリンダに内蔵されかつシリンダ内に発
生させられる圧力を、パレットのクランプ力としてパレットに伝達しうるようにパレット
に連結されているピストンを備えている工作機械において、ピストンのストローク位置を
検出する検出手段を備えているものである。
【０００９】
　この発明によるパレットクランプ状態監視装置では、パレットのクランプに異常が発生
すると、ピストンがストローク変位を来たすため、この変位を検出することによって、パ
レットのクランプの異常状態を早期に検出することができる。
【００１０】
　また、クランプ機構がパレットをアンクランプした状態も検知できるので、他の検知機
構を用いることなく、クランプ機構の動作不良に基づくパレット搬送時の工作機械などの
損傷を防止することができる。
【００１１】
　さらに、テーブルが、垂直状支持軸に固定されており、テーブルの、支持軸の軸線を中
心とする円周上に複数のクランプ機構が装備されており、各クランプ機構のピストンのス
トローク方向が垂直であり、検出手段が、支持軸に回転自在に取付られかつ各クランプ機
構のピストンのストロークによって回転させられる水平状割り出し盤と、割り出し盤の回
転角度を検出するセンサとを備えていると、複数のクランプ機構のいずれか１つのピスト
ンが移動させられた場合であっても、割り出し盤が回転させられ、これをセンサが検出す
る。したがって、各クランプ機構の異常を個々に検出する場合と比較して、複数のクラン
プ機構に対して、１つのセンサによって対応することができる。
【００１２】
　また、割り出し盤の外周面に複数の切欠が所定のパターンで形成されており、センサが
、割り出し盤の外周面と相対させられるように配置されかつ切欠の有無を検出してＯＮ・
ＯＦＦ信号を出力する複数の近接センサよりなると、切欠および近接センサの組合わによ
って、簡便かつ正確な検出が可能となる。
【００１３】
　また、テーブル上にパレットが正常にクランプされているときに、同近接センサが出力
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する信号のＯＮ・ＯＦＦのパターンを基準信号として、基準信号以外の信号を同近接セン
サが出力したときに、パレットのクランプが異常であると判定しうるように同切欠および
同近接センサの配列パターンが設定されていると、配列パターンの設定を変更することに
よって、検出手段による検出精度を高めることが可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、パレットのクランプの異常状態を早期に検出し、その被害を初期段
階で食い止めることのできるパレットクランプ状態監視装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　この発明の実施の形態を図面を参照しながらつぎに説明する。
【００１６】
　図１および図２を参照すると、テーブル11と、これの上面にクランプされているパレッ
ト12とが示されている。
【００１７】
　テーブル11は、水平円盤状のもので、垂直状支持軸21に固定されている。テーブル11の
、支持軸21軸線を中心とする円周を当分する４か所にはクランプ機構22がそれぞれ装備さ
れている。４つのクランプ機構22は、同一構造のものである。
【００１８】
　テーブル11の、各クランプ機構22を装備したか所には、上方開放および有底の垂直状シ
リンダ23が形成されている。シリンダ23にはピストン24が内蔵されている。シリンダ23の
上端開口には位置決めピン25が固定状にはめ込まれている。
【００１９】
　テーブル11の下方の位置において、支持軸21に円板状割り出し盤26が軸受27によって回
転自在に取付られている。
【００２０】
　ピストン24は、上から順次連なる上小径部31、中間大径部32および下小径部33よりなる
。上小径部31の上端面には先端拡大状連結突起34が設けられている。中間大径部32の外面
がシリンダ23内面に摺接させられている。下小径部33は、シリンダ23の底壁に貫通させら
れてその下方に突出させられている。下小径部33の突出部には下向きテーパ状割り出し軸
部35が形成されている。
【００２１】
　位置決めピン25は、外面上端部に上向きテーパ状位置決め面41を有しかつ軸孔42を有し
ている。軸孔42の下部にはピストン24の上小径部31が、その上部にはコレット43がそれぞ
れはめ入れられている。コレット43は、複数の分割片43aよりなる。分割片43aの下端部は
、連結突起34を包み込むように保持している。分割片43aの外面下端部にはリング状収縮
バネ44が取り付けられている。このバネによって、分割片43aに外力が作用させられない
状態では、分割片43aの上端が開かれる。連結突起34を中心として、分割片43aはその上端
を接近・離隔させるように揺動し、これにより、分割片43aの上端が開閉される。
【００２２】
　割り出し盤26の外周面を当分する４か所には輪郭Ｕ字状をなす外方開放割り出し溝51が
４つクランプ機構22のピストン24とそれぞれ対応するように形成されている。割り出し盤
26の外周面の一か所には係止棒52が設けられている。係止棒52には引っ張りコイルバネ53
の一端が係止されている。コイルバネ53の他端は、テーブル11の下面に固定された係止片
54に係止されている。コイルバネ53によって、割り出し盤26は、図２中、時計方向に回転
するように付勢されている。
【００２３】
　各割り出し溝51は、相対する平行二側面を有している。平行２側面のうち、割り出し盤
26の回転方向下流側の一側面に、割り出し軸部35が当接させられている。
【００２４】
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　割り出し盤26の外周面の、隣り合う２つの割り出し溝51間に、幅広状第１切欠61および
幅狭状第2切欠62が間隔をおいて形成されている。第１切欠61に対応させられるように第
１近接センサ71が、第2切欠62に対応させられるように第２近接センサ72がそれぞれ配置
されている。
【００２５】
　シリンダ23内におけるピストン中間大径部32の上方スペースに圧力油を供給するための
Ａポート81と、その下方スペースに圧力油を供給するためのＢポート82とが、支持軸21か
らテーブル11にかけて形成されている。
【００２６】
　パレット12下面の、４つのクランプ機構22と対応するか所には、垂直筒状位置決めガイ
ド91が固定されている。位置決めガイド91の内面下部には、位置決め面41と合致させられ
た下向きテーパ状ガイド面92が形成されている。位置決めガイド91に取り囲まれてその軸
線と一致させられるようにプルスタッドボルト93がテーブル11下面に植込まれている。
【００２７】
　図１および図２は、テーブル11にパレット12がクランプされている状態を示すものであ
る。ピストン24は、昇降ストロークの上限および下限の中間に位置させられている。コレ
ット43の分割片43aの上端部は、プルスタッドボルト93の頭部を包み込むように保持して
いる。Ａポート81を通じてシリンダ23には圧力油が供給され、その油圧でもって、ピスト
ン24には下向きのクランプ力が作用させられ、そのクランプ力は、テーブル11から、コレ
ット43およびプルスタッドボルト93を通じて、パレット12に伝達されている。
【００２８】
　このときに、ピストン24の割り出し軸部35の上下端の中間が割り出し盤26の割り出し溝
51の一側面と当接させられている。この状態で、図２を参照すると、第１切欠61に第１近
接センサ71が、第2切欠62に第２近接センサ72がそれぞれ正対させられている。第１近接
センサ71および第２近接センサ72は、ともに、ＯＮ信号を出力している。
【００２９】
　図３および図４に、パレット・アンクランプの状態が示されている。Ｂポート82を通じ
てシリンダ23には圧力油が供給され、ピストン24は、昇降ストロークの上限に位置させら
れている。コレット43の分割片43aの上端部は、開かれ、プルスタッドボルト93の頭部を
解放している。
【００３０】
　ピストン24の割り出し軸部35の下端の小径部分が割り出し盤26の割り出し溝51の一側面
と当接させられている。図４を参照すると、割り出し盤26は、図２に示す状態よりも、時
計方向に回転させられている。その回転角度は、ピストン24の割り出し軸部35の上下端の
中間の径と、その下端の径との差に相当する。第１切欠61および第１近接センサ71は、割
り出し盤26の回転角度分だけずれているが、第１近接センサ71は、第１切欠61を検出可能
であり、ＯＮ信号を出力している。第2切欠62および第２近接センサ72はその回転角度分
だけずれることによって、第２近接センサ72は、第2切欠62を検出不可能であり、ＯＦＦ
信号を出力している。
【００３１】
　図５および図６は、クランプ異常状態を示すものである。クランプ力伝達経路、すなわ
ち、ピストン24－コレット43－プルスタッドボルト93間の少なくともいずれか１つの部品
が破損し、異常クランプ状態が発生したときである。テーブル11上のパレット12の図示は
省略している。Ａポート81には圧力油を供給されているままであり、ピストン24は、昇降
ストロークの下限まで下降させられている。コレット43の分割片43aの上端部は、閉じら
れているが、プルスタッドボルト93の頭部は保持していない。
【００３２】
　ピストン24の割り出し軸部35の上端の大径部分が割り出し盤26の割り出し溝51の一側面
と当接させられている。図６を参照すると、割り出し盤26は、図２に示す状態よりも、図
４に示す状態とは逆に、反時計方向に回転させられている。第１切欠61および第１近接セ
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ずれている。第１近接センサ71および第２近接センサ72は、ともに、ＯＦＦ信号を出力し
ている。
【００３３】
　上記の通り、ピストン24の昇降ストローク間における各位置によって、第１近接センサ
71および第２近接センサ72のＯＮ・ＯＦＦ信号の組み合わせのパターンが相違する。この
パターンの相違は、上記２つの切欠61、62の幅および間隔を相違させるように設定される
パターンと関係する。したがって、切欠61、62のパターンおよび近接センサ71、72のＯＮ
・ＯＦＦ信号のパターンの組み合わせによって、ピストン24の位置を検知し、それに基づ
いて、クランプの正常および異常に係るクランプ状態監視情報が得られる。
【００３４】
　本発明は、上記のクランプの正常および異常に係る状態監視情報に加えて、他の用途に
用いる事もできる。例えば、テーブル11上にパレット12が有るか否かの情報と共に用いて
、パレット交換動作開始時にテーブルからパレットを持ち上げるのに先立ち、本発明の状
態監視情報によりクランプ機構が全てアンクランプ状態になっていることを確認し、この
確認信号をパレット持ち上げ動作のトリガーとして利用することができ工作機械の損傷を
未然に防止することができる。
【００３５】
　上記において、ピストン24の往復直線運動を割り出し盤26の回転運動に変換する手段と
して、ピストン24の割り出し軸部35のテーパを利用している。テーパに代わり、軸方向に
移動するにしたがって径を変化させるもの、例えば、ボール、ローラ等を利用することも
可能である。
【００３６】
　さらに、切欠61、62および近接センサ71、72を２つずつ用いているが、双方のそれぞれ
の数は、任意で、また、双方が互いに同数であっても良く、異数であってもよい。
【００３７】
　センサとしては、割り出し盤のパターンを検出できるものであれば近接スイッチに限定
されず、リミットスイッチなど接触式のセンサや、光学式あるいは磁気を利用したセンサ
などを用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】この発明によるパレットクランプ状態監視装置のパレットクランプ時の垂直断面
図である。
【図２】図１のII-II線にそう断面図である。
【図３】同パレットクアンランプ時の図１相当垂直断面図である。
【図４】同パレットクアンランプ時の図２相当垂直断面図である。
【図５】同クランプフリー時の図１相当垂直断面図である。
【図６】同クランプフリー時の図２相当垂直断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　11　テーブル
　12　パレット
　23　シリンダ
　24　ピストン
　61、62　センサ
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